
第 18 期第 7 回町田市立図書館協議会次第 
 

■日 時：２０２０年１０月２１日（水） １０：００～１２：００ 

■場 所：町田市立中央図書館 ６階ホール 

■次 第： 
 

１．第３期町田市図書館評価について（10：00～11:30） 

 

 

 

 

 

２．移動図書館について（11:30～11:55） 

 

 

 

 

 

３．図書館からの報告事項について（11:55～） 

 

 

 

 

 

４．その他 

 

 

 

 

◆次回（第８回）開催：１１月１９日（木）１４：００～１６：００ 

中央図書館６階ホール 



資料①-１ 

第３期図書館評価 

 

１．評価にあたっての確認事項 

 

①評価項目：「生涯学習推進計画 2019-2023」の図書館取組事業（全１４項目） 

②提供データ： 

・「町田の図書館 ２０１９年度」(データ確定前) 

・「生涯学習推進計画 ２０１９年度実績」の各項目のバックデータとなる資料 

・「生涯学習推進計画 ２０１９年度実績」確定版 

・その他、一部委員から寄せられた質問に対する回答資料 

③コメント分担：第６回定例会資料の（案）の通り 

④コメント案（第１次）提出期限：１０月１２日(月) 

⑤各委員からの質問への回答： 

１０月１日までにいただいた分は回答済み 

それ以降の物は、一部回答済み(未回答分あり) 

⑥その他 

・委員同士の連絡について 

・評価項目について 

・情報共有について 

 

 

２．実施手順・スケジュール 

 

①第７回定例会で各委員からのコメント内容の共有、意見交換。 

②第８回定例会は第７回で終わらなかった項目や、追加コメントについて内容の

共有、意見交換。 

③第９回定例会で、第７・８回の意見を踏まえたコメント案の提示、内容の確認・

修正。 

④第１０回定例会で最終確認、外部評価の内容決定。 

 

 

第７回定例会（１０/２１） 各委員からのコメント内容の共有、意見交換 

第８回定例会（１１/１９） 同上 

第９回定例会（１２/２３） コメント内容の確認・修正 

第１０回定例会（１/２６） 外部評価の内容決定 
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生涯学習推進計画2019-2023
取組一覧　コメント担当表

取組番号 取組名 松本 中野 梶野 吉田 清水 鈴木 石井 小西 若色

２－３ 子ども読書活動の推進 ○ ○

２－４ 学校図書館との連携強化 ○ ○ ○

２－５ 生涯学習施設の利用促進 ○ ○

２－６ 読書普及事業の充実 ○ ○

２－７ シニア世代向け事業の充実 ○ ○

２－８ 障がい者サービスの充実 ○ ○

２－９ 図書館資料による情報提供機会の充実 ○ ○

３－８ レファレンスサービスの充実 ○ ○

４－３ 地域で活動するボランティアの養成・支援 ○ ○

４－７ 図書館運営の地域協働化の促進 ○ ○

５－２ 本と出会う場所の創出 ○ ○

５－５ 図書館利用者の利便性の向上 ○ ○

５－６ 地域資料の活用の推進 ○ ○

５－７ 市民のニーズに合った図書館事業の実施 ○ ○
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移動図書館サービスに関する取組項目への意見について 

 

第６回協議会でいただいたご意見を踏まえて、２０２１年度の実施する移動図書館サービスの具体的

な取組を整理しましたので、ご意見をいただきたくお願いいたします。 

 以下に、第６回協議会での意見のまとめや、２０２１年度の具体的な取組を設定する上での前提、課

題、具体的な取組内容をまとめております。 

 

１ 第６回協議会の振り返り 

（１）意見のまとめ 

 資料②-2 参照 

 

（２）移動図書館車両の図書資料入れ替え状況 

 日々、配架をしながらや、巡回先で様子を見ながらの抜き差し（季節外れ、動いていない本など）は

もちろん、２０１８年度からは週１回、ＢＭの棚２段分を入れ替える作業を継続しています。あまり借

りられていない場所から始めて、その後は適宜に、また定番の本や新しい本は残すなど、臨機応変に行

なっています。 

 棚２段分は平均して約１００冊なので、１台の３，５００冊は３５週（９カ月弱）で入れ替わる計算

です。ただし、さるびあでは２台交互に行っているので堺の 1 台よりは遅くなります。また、行事など

で入替え作業ができない時もあり、堺は１年弱、さるびあは２年弱かかっています。 

 新規購入図書・雑誌は随時搭載しています。 

 

２ ２０２０年度の試行的取組実施状況 

（１）利用状況 

＜芹ヶ谷公園内せりがや冒険遊び場前＞ 

  7/3（雨）  7/31（曇）  8/28（晴）  9/25（雨） 
ここまでの 

合計 

貸出冊数 45 冊 22 冊 36 冊 33 冊 136冊 

貸出者数 10 名  7 名 10 名 20 名 47 名 

来館者数 35 名 50 名 51 名 20 名 156名 

８月はブルーシートや椅子などを広げ、お座り読書コーナーとした。９月は雨でシート等は出せなかったが、通り

すがりに興味深そうに見て行く人、立ち止まって移動図書館の意義について質問してくれた若い人などもいた。 

 

＜保育園幼稚園（３園）＞ 

 ７月 ８月 ９月 
ここまでの 

合計 

貸出冊数 213冊 137冊 249冊 599冊 

貸出者数 － － － （３園） 

来館者数 152名 119名 154名 425名 

園児自身が好きな本を選んでいる。ブルーシートの上で絵本を読んだり、先生が紙芝居を読んであげたりという

様子も見られる。BMが来てから、（園でも）自分から本を手に取る子が増えてきたという感想をいただいた。 
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＜芹ヶ谷・保育園幼稚園合計＞ 

 ７月 ８月 ９月 
ここまでの 

合計 

 

貸出冊数 280冊 173冊 282冊 735冊  

貸出者数 17 名 10 名 20 名 47 名 (個人) 

来館者数 237名 170名 174名 581名  

 

＜（参考）2019年度で巡回を終了した６ポイントの、2018年度の数値を示す＞ 

 
2018年 

７月 
８月 ９月 

７～９月の 

合計 

2018年度 

合計 

貸出冊数 89 冊 122冊 90 冊 301冊 1,252 冊 

貸出者数 23 名 27 名 21 名 71 名 284名 

来館者数 45 名 46 名 36 名 127名 469名 

 

（２）せりがや冒険遊び場前でのアンケート中間結果 

 ７／３１からアンケートを開始し、９月までの３回で１３人にご記入いただきました。別紙資料②-3

をご参照ください。 

 

 

３ ２０２１年度の具体的取組を設定する上での前提 

（１） 移動図書館車両の台数 

  ２０２１年度は３台体制で具体的な取組を設定しています。但し、車両が老朽化しているので、故

障などがあった場合は、３台体制は維持できません。 

 

（２） 資源配分について 

＜令和２年度第３回定例会 一般質問市長答弁 要旨抜粋＞   

・ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う景気悪化の影響などから、２０２１年度の市税収入は、２０

２０年度当初予算と比較しまして、約６２億円の減少となると見込んでおります。 

・ 今後数年間は、自主財源であります市税の減少傾向が続くものと見込んでおります。 

・ 危機的な状況を踏まえて、２０２０年度と２０２１年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が

大きいであろう期間と想定し、この２年間を正念場と位置付けして、緊急対策を行ってまいりま

す。 
・  

⇒２０２１年度以降も図書館費が増加する見込みはないため、今ある資源を、巡回場所や滞在時間など

に効果的に配分する具体的取組を設定します。 

 

 

４ ２０２１年度の具体的取組に向けた課題 

 「限られた資源の中での効果的な、巡回場所・出張運行場所と滞在時間の設定」 

「効果的なＰＲ実施」 
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５ ２０２１年度の具体的な取組 

（１） ねらい 

・図書館遠隔地の居住者にも図書館サービスを届けること 

・図書館サービス未利用者への利用促進 

・子どもが本に触れ合う機会を増やす 

 

（２） 取組事項 

① 移動図書館の定期巡行 

・定期巡回場所や滞在時間は、効果が最大となるような見直しを進める。 

 

② 「移動図書館の出張運行」 

・イベント運行については、芹ヶ谷公園（せりがや冒険遊び場前）への運行を継続 

・時間配分可能な範囲で、新たなイベント運行場所への運行を開始。 

 

③ 「移動図書館を活用した体験学習」 

・保育園幼稚園への運行を継続させる。併せて、ミニおはなし会などを実施する。 

・子育てひろば※（子育て推進課、事業に参加の各保育園・幼稚園）や学校と連携して、移動 

 図書館を派遣する。 

 ※子育てひろば：在宅で子育てをされている家庭を対象に、保育園等で行なっているイベント 

 

④ 効果的なＰＲ 

・広報まちだによる宣伝を強化する。（巡回日程表の発行告知など） 

・移動図書館の巡回場所であることを、バスの停留所のようにプレートで常設表示する。 

 （可能な場所のみ。別紙資料②-4 プレートイメージ参照） 

・地区協議会に、該当地域の巡回場所を地図入りで紹介する。 

 

 

６ 巡回場所見直しの考え方について 
 

 出張運行や保育園幼稚園への試行取組の実績も背景に、効果的な移動図書館の運行を目指して、巡回

場所の見直しを行う場合の考え方を整理します。 

＜見直しの考え方のポイント＞ 

① 効果を最大化させる見直しであること。 

② 巡回場所利用者の代替場所があること。 

③ 廃止される巡回場所の利用者から理解が得られること。 
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■移動図書館の滞在時間と巡回場所の設定に関する意見

№ 項目 発言者 意見の概要

1 ｐ18Ａ １時間半取ってもらうと、子ども連れの保護者でもじっくり選ぶことができる。

2 ｐ32Ａ
公園で座りながらゆっくり本が選べる空間があってもいいのでは、４０分で子どもを連れながら絵本を選んで
読むのは大変。建物図書館の滞在時間は長いはず。

3 ｐ28Ｄ
図書館空白地域の解消が移動図書館の第一義的な目標であるので、この機能がちゃんと機能して、初めていろ
いろなことをすべき。

4 ｐ34Ｂ
新しく違うポイントも考えるなら、幼児連れのお母さんや高齢者などが行けないところじゃなくて、行ける場
所を聞いて、どういうところまでなら行けるかなど、細かくして場所を変える。

5 ｐ34Ｂ
ネット予約ができない人達もいるので、その人がまるまる図書館で本を借りれなくなるっていうのは、もとも
とのＢＭの目的から外れる。

6 ｐ29Ｄ
いろんな方たちが移動図書館を利用しやすいようにしてポイントを探していくことが必要だと思って提案した
が、冒険遊び場のように通りがかりの人が使えるならいいが、移動図書館の本来の目的を踏まえて考えてほし
い。

7 ｐ30Ｆ
本来の移動図書館の目的も大事。一方イベントや企画など新たなアプローチも大事。オンラインも魅力的だ
が、アナログ的なアプローチも大事。

8 ｐ32Ａ 図書館空白地域に芹が谷公園の出張運行のようなことをして大きな動きが起きてくれたらいい。

■アクションプラン取組項目「移動図書館を活用した体験学習」について

№ 項目 発言者 意見の概要

9 ｐ27Ｅ 保育園幼稚園に行ったときに、保護者も借りられるようになればいいのでは。学校図書館でも同じこと。

10 ｐ28Ｄ
一般の人たちは保育園に移動図書館が来ているのを見ているので、保育園の関係者にしか貸せませんというの
はおかしい。

■移動図書館のＰＲについて

№ 項目 発言者 意見の概要

11 学校との連携 ｐ30Ｆ 移動図書館のイベントなどについて、学校を通して家庭の保護者や祖父母にも配付することが可能。

12 ｐ26Ｅ
今回撮影したBMの準備から貸出の様子のような、今あるものをうまく活用して宣伝していくことも良いので
はないか。

13 ｐ32Ａ 芹が谷公園の出張運行は、広報や告知がもう少しあったら違うのではないか。

14
ICTを活用した
利用案内

ｐ35Ｈ リクエストの仕方の説明動画を、ＰＣで流しておく。

滞在時間

利用者

巡回場所

ＰＲ手法

・いただいた意見を踏まえて、２０２１年度の具

体的な取組や巡回場所見直しの考え方の作成を進

めます。

・保育園幼稚園等への運行は、子どもへの読書活

動の推進・普及のため、今後も実施します。

・巡回場所、滞在時間については、「移動図書館

の運行や予約受渡場所の見直し」の中でも議論し

たいと考えています。

1 ページ
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■移動図書館車について

№ 項目 発言者 意見の概要

15 車両台数 ｐ29Ｄ
車両が３台あることを前提に議論しているが、今後１台なくなることがあるのかどうか。３台でなくなるな
ら、議論をしても無駄になってしまう。

16 車両サイズ ｐ34Ｈ
他自治体が町田の車両の半分くらいの大きさのBMを導入したのを見た。本は少ないが中身の入替えはこまめ
にやれば早い。行ける場所も増える

17 積載図書 ｐ34Ｈ 積載している本の入替頻度のデータがない。

■図書館サービス全体に関わる意見

№ 項目 発言者 意見の概要

18 資料費 ｐ31Ｃ
資料費がこれだけ減ってしまうとどうしても利用は減る。全盛期の４７%になっている。その頃の額まではつ
けなくていいと思うが、資料費を増やしていくことがまず第１歩。

19 サービス拠点 ｐ31Ｃ 図書館の再編というのはサービス拠点に関わってくる。この議論をどこまでするのかが気になる。

・2021年度は３台体制を想定しています。

・車両の台数や大きさについては、「移動図書館

の運行や予約受渡場所の見直し」の中で議論した

いと考えています。

・厳しい状況の中、資料費への配分ができるように

アクションプランを推進します。

・第８回以降「移動図書館の運行や予約受渡場所の

見直し」の中で、議論の範囲についてもご意見をい

ただきたいと思います。

2 ページ
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実施日 7/3 7/31 8/28 9/25 計
回収数 (未実施) 7 4 2 13

１．せりがや冒険遊び場（以下「せりぼう」）前での、そよかぜ号訪問サービスのご利用は何回目ですか？ 
9
4

0
1
7
0
2
4

0

3
9
2
1

8
5

５．移動図書館は市内59箇所を２週間に１回巡回していて、貸出、返却、予約、予約した資料の受取り等も
   できます。ご存じでしたか？

3
2
8

（3）芹ヶ谷公園散策、版画美術館など
（4）その他

（2）２回目以上
（1）初めて

２.．最初に何でこのことを知って、ご利用になりましたか？

３．今日こちらに来た主な目的は何ですか？

　（偶然通りかかって、公園を利用していて等）
（7）前回配っていた移動図書館からのちらし

（1）そよかぜ号
（2）せりぼう

（2）他の巡回場所を利用したことがある
（1）初めて

（1）知っていた

４．移動図書館を利用したことはありますか？

（3）詳しくは知らなかった
（2）全然知らなかった

せりがや冒険遊び場前でのアンケート中間結果

（1）図書館ツイッター
（2）図書館ホームページ
（3）せりぼうのお知らせ
（4）せりぼうのホームページ
（5）せりぼうのツイッターまたはフェイスブック
（6）知らなかった

せりぼう

お知ら

せ, 7
知らなかった（偶然、

公園で等）, 4

せりぼう

twitterまたは
facebook, 2

図書館HP, 1

質問２ グラフ

せりぼう, 9
そよかぜ号 , 3

芹ヶ谷公園、

版画美術館等, 
2

その他, 1

質問３ グラフ



資料②-3

2
7
1
1
6
0

6
1
0
1
3
5
2
0
0

13
0
0
0
0

・７０代以上

・小学校就学前
・小学生

・２０代
・３０代
・４０代
・５０代
・６０代

・中学生～１９歳

　（いくつでも）
６．もし移動図書館を使うとしたら、どんな形が良いと思いますか？

 ○年代

（1）１箇所に停まる時間を短くして、より多くの場所に来てほしい
（2）１箇所に停まる時間を長くして、ゆったり使わせてほしい
（3）大きな車でたくさんの本を運んで来てほしい
（4）予約した本が借りれれば、車載の本はそんなに選べなくて良い
（5）停車中、イベント（街頭紙芝居、読み聞かせ等）があると良い
（6）その他（自由記述）

 ・上記以外に在住

 ○お住まい
 ・町田市内
 ・町田市外だが町田市に通学している
 ・町田市外だが町田市で仕事をしている
 ・相模原､多摩､日野､八王子､稲城､府中､調布､川崎､大和市在住

７．あなた、または今日一緒に来られた皆様について教えてください｡

0 2 4 6 8

１箇所に停まる時間を長く、ゆったり

停車中にイベントがあると良い

１箇所に停まる時間を短く、より多くの場所に

大きな車でたくさんの本

予約した本が借りれれば・・・

質問６ グラフ

小学校就学前, 6

小学生, 1

中学生～１９歳, 0
２０代, 1

３０代, 3

４０代, 5

５０代, 2

６０代, 0

７０代以上, 0

質問７ グラフ（年代）
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移動図書館サービスに関する取組項目への意見について
５　２０２１年度の具体的な取組－（２） 取組事項－③ 効果的なＰＲ　【別紙】

○　巡回場所にプレートで表示をしておくことについて

　表示場所：まずは市の管理下にある公園、博物館、総合体育館、学校等と調整し、フェンスに
　　　　　　　　表示する。

　プレート案
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３Ｒ推進課　スケルトンごみ収集車“みえるくん”とそよかぜ号のコラボについて（＋芹ヶ谷公園せりぼう前の様子）　報告

１０月１日から図書館ホームページ・Ｔｗｉｔｔｅｒでお知らせ中
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★10月13日の実際の様子

☆おまけ　8月28日せりぼう前での様子

“みえるくん”を見に来てそよかぜ号を

知って、巡回日程表をもらって帰った方

もいらっしゃったそうです。

上記のとおり、１０月２３日、１１月２０日

に、せりぼう前にも“みえるくん”が来ま

す。
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図書館からの報告事項 
 

 

１．再開館後の状況 

8月 1日～9月 30日の個人貸出点数など 

 今年度（開館 52日） 前年度（開館 53日） 対前年比 

貸出点数 ５０６，７８２点 ５４７，７０８点 ９２．５％ 

貸出利用者数 １７３，６８９人 １８８，７４６人 ９２．０％ 

予約受付点数 １１３，３５４点 １０１，６６８点 １１１．５％ 

新規登録者数 １，６１１人 ２，０５６人 ７８．４％ 

来館者数 ３１８，２９９人 ３７９，３８７人 ８３．９％ 

 

 

２．町田市議会、町田市教育委員会等の動向 

（１）教育委員会 

①8月 7日 第 5回定例会  

・議案第 12号 町田市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検 

及び評価（2019年度分）報告書について 

⇒教育プラン重点事業（図書館関連は 4項目）の取組状況に関する報告書を作成 

・議案第 18号 町田市立図書館協議会条例（案）について 

⇒緊急時に書面会議開催を可能にするための条例改正案 

②9月 16日 第 6回定例会 

・議案第 29号 町田市立図書館協議会条例施行規則の全部改正について 

  ⇒上記条例改正に伴う施行規則改正、規則名称ほか文言整理  

③10月 3日 第 7回定例会 

 ・報告事項 4 町田市生涯学習推進計画に係る 2019年度事業実績の報告について 

 

 

（２）市議会第 2 回定例会(8月 27日～9月 30日)  

・第 69号議案 2020年度町田市一般会計補正予算 

 ⇒図書館に関しては、主に消毒液の追加購入のための補正  

・第 74号議案 町田市附属機関の災害時等における審議等の実施のための関係条例 

の整備に関する条例 

    ⇒当協議会含む 15の付属機関について一括して書面会議を可能にするためのもの 

・認定第 1号  2019年度町田市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定 

・請願第 2号  効率的･効果的な図書館ｻｰﾋﾞｽのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの見直しを求める請願 

 ⇒9月 14日 文教社会常任委員会：不採択すべきもの  

⇒9月 30日 本会議：不採択 
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３．「効率的・効果的な図書館サービスのアクションプラン」に基づく取組状況など 

（１）横浜市との相互利用協定締結 

昨年 5月の大和市との協定に続き 10市目。すべての隣接市との協定が完了 

・協定締結 日：10月 5日   

・相互利用開始：11月 1日～ 

（２）中高生向けグループ学習室「わいわいキャレル」の開設 

 ・開設場所：中央図書館 6階集会室 

 ・開 設 日：10月 10日～の土日祝（昨年夏休み期間に試行したものを常設化） 

（３）図書館アンケートの実施 

 ・実 施 日：10月 13日～10月 18日  ・調査対象：市立図書館 8館の来館者 

 ・目  的：図書館の利用実態・ニーズ等を調査し今後のサービス改善につなげる。 
  ※前回は 2016年 1月に実施。回収サンプル数 1,857件 

（４）「ひとこと POPコンテスト～推し本をしおりにしよう！～」の開催 

 ・募集期間：10月 15日～11月 15日 

・対  象：市内在住・在学または相互利用市在住の小学 4年生から 18歳までの方 
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改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）

第１４条の規定に基づき、町田市立図書館に

町田市立図書館協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）

第１４条の規定に基づき、町田市立図書館（以

下「図書館」という。）に町田市立図書館協

議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （会議） 

 第５条 協議会は、委員長が招集する。 

 ２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ

開くことができない。 

 ３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

 （庶務） 

 第６条 協議会の庶務は、図書館において処理

する。 

（委任） （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、協議会

の運営に関し必要な事項は、町田市教育委員

会規則で定める。 

第７条 この条例で定めるもののほか、必要な

事項は、町田市教育委員会規則で定める。 
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町田市立図書館協議会運営規則 

町田市立図書館協議会条例施行規則（昭和６０年７月町田市教育委員会規則第６

号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、町田市立図書館協議会条例（昭和６０年６月町田市条例第２０

号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、町田市立図書館協議会（以下

「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （委員の人数） 

第２条 条例第２条第２項の規定により同項各号に掲げる者のうちから町田市教育委

員会が委嘱することとされる委員の人数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるとおりとする。 

（１）条例第２条第２項第１号に掲げる者 ２人以内 

（２）条例第２条第２項第２号に掲げる者 ２人以内 

（３）条例第２条第２項第３号に掲げる者 ５人以内 

（４）条例第２条第２項第４号に掲げる者 １人 

 （会議） 

第３条 協議会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

（招集の通知） 

第４条 委員長は、協議会の会議を招集しようとするときは、次に掲げる事項をあら

かじめ、委員に通知する。 

（１）開催日時 



資料③-3 

（２）開催場所 

（３）議題 

 （書面による協議） 

第５条 第３条第１項の規定にかかわらず、委員長は、災害その他のやむを得ない理

由により会議を開くことができない場合において、必要があると認めるときは、書

面による協議を発議することができる。 

２ 書面による協議は、委員の過半数が同意しなければ、実施することができない。 

３ 書面による協議における協議会の議事は、委員の過半数が当該書面による協議に

参加した上で、当該参加した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

４ 委員長は、書面による協議において、必要があると認めるときは、委員以外の者

に書面による意見を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、生涯学習部図書館において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が

協議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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「効率的・効果的な図書館サービスのアクションプラン」 

の地域への説明及び対話の取組状況について 

 

２０２０年第１回定例会において、「効率的・効果的な図書館サービスのアクショ

ンプラン」の見直しを求める請願があり、審査の結果、引き続き調査を要するため継

続審査となり、第２回定例会においても継続審査となりました。 

「効率的・効果的な図書館サービスのアクションプラン」の策定経過や、指定管理

者制度の導入効果などについては、３月２６日及び６月１７日に文教社会常任委員

会に報告したところですが、地域への説明及び対話の取組状況について以下の通り

まとめましたので説明いたします。 

 

１ 取組状況について 

鶴川駅前図書館への指定管理者制度の導入及び鶴川図書館の再編に向け、利用者

や地域で活動する団体の方に対し、会議の場やアンケート等を通じ、アクションプ

ランの考え方を説明すると共にご意見を伺っています。 

また、今後も継続して地域の課題解決を支援するため、鶴川駅前図書館と鶴川図

書館が鶴川地区協議会へ加入しました。 

  

（１）鶴川駅前図書館指定管理者制度導入に関する実施事項 

①『鶴川駅前図書館利用者アンケート』の実施（詳細は別紙 1、別紙２参照） 

・実施目的：指定管理者制度導入の周知、利用者意見の仕様への反映 

・対 象 者：鶴川駅前図書館利用者 

・実施期間：７月１日（水）～７月４日（土） 

・回答人数：３７５人 

②鶴川駅前図書館の関係団体や関係者への説明・意見交換の実施 

・実施目的：指定管理者制度導入の説明 

制度導入後のボランティア継続への意向確認及び意見交換 

      関係団体や関係者からの意見の仕様への反映 

・対 象 者：鶴川駅前図書館近隣の地域活動団体、おはなし会ボランティア、    

       障がい者サービスボランティア等 

・実施期間：７月１３日（月）～継続中 

・実施方法：面談や電話、書面による意見交換 

・実施者数：４３人（８月３１日現在） 

  【主なご意見】 

・ 今の状況と変わりがないのならボランティアを継続したい。 

・ 雰囲気や環境が変わるかもしれないのでボランティアを継続できるかはわ

からない。 

・ 指定管理者が３年位で変わると聞いているので経験のある方に継続的にサ

ポートしてもらいたい。 

２０２０年９月１１日・１４日 

請 願 第 ２ 号 説 明 資 料  

生 涯 学 習 部 図 書 館  
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（２）鶴川図書館の再編に関する実施事項  

①地域団体などへの説明・意見交換の実施 

図書館に関連した活動をする団体、地域文庫、鶴川地域の子どもの学習支援や

フードバンクなどに取り組む活動団体、小学校などを訪問し、鶴川図書館の再編

について、説明と意見交換を行っています。 

・実 施 目 的：鶴川図書館再編の説明及び意見交換 

・対 象 者：鶴川地域で活動する団体、学校関係者、福祉施設職員等 

・実 施 期 間：７月１日（水）～継続中 

・訪 問 数：１１団体３７人（８月３１日現在） 

【主なご意見】 

・親子三代で通っているので何らかの形で残して欲しい。 

・地域のコミュニティスペースとして商店街と一体となって地域に必要な施設の

一つとなっており、単に利用者の減少を理由として無くさないで欲しい。 

 

②『鶴川図書館の再編に関するアンケート』の実施 

地域団体などへの説明・意見交換を実施する中で、鶴川図書館の運営方法につ

いてや、鶴川図書館の再編に関する懇談会や意見交換会等への参加意向などにつ

いてアンケートを行っています。 

・実施目的：鶴川図書館再編の説明及び意見交換会への協力依頼 

・対 象 者：鶴川地域で活動する団体、学校関係者、福祉施設職員等 

・実施期間：８月３日（月）～継続中 

・回答人数：１６人（８月３１日現在） 

【アンケートの主な結果】 

・運営方法の変更について・・・良い+やり方によっては良い（約９４％） 

・懇談会などへの協力について・・協力できる+時間があれば協力できる（約９４％） 

  

２ 今後の進め方について（予定） 
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『鶴川駅前図書館利用者アンケート』調査結果報告書《概要版》 

Ⅰ アンケート調査の概要 

 

調査方法

調査日

回答者数 375人

２０２０年７月１日（水）～７月４日（土）の図書館開館時間

図書館内で声を掛け、調査の承諾を得られた利用者にその場でアンケートを回答してもらう。

調査目的
2020年２月に策定した「効率的・効果的な図書館サービスのアクションプラン」に基づき、2022年度に鶴川
駅前図書館へ指定管理者制度を導入するにあたり、利用者に対して周知をするとともに、利用者が望む姿を把握
し、指定管理者制度の導入効果を最大限発揮させること。

 

 

Ⅱ アンケート調査の集計結果 

 

（１）回答者の属性 

 

件数 割合

女性 195 52.0%

男性 149 39.7%

回答しない 4 1.1%

未記入 27 7.2%  

 

 

 

 

 

 

件数 割合

10代 41 10.9%

20代 31 8.3%

30代 43 11.5%

40代 57 15.2%

50代 45 12.0%

60代 63 16.8%

70代以上 66 17.6%

未記入 29 7.7%  

女性

52.0%
男性

39.7%

回答しない

1.1%

未記入

7.2%

ｎ＝３７５

別 紙 １ 

 

10代

10.9% 20代

8.3%

30代

11.5%

40代

15.2%50代

12.0%

60代

16.8%

70代以上

17.6%

未記入

7.7%

ｎ＝３７５

《性別》 

《年代》 
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（２）指定管理者制度導入をどう思うか 

Ｑ５ 民間事業者が管理運営することで、開館日時の拡大など、サービスが向上している図書館があります。町田市

でもサービスの向上を目指して、鶴川駅前図書館に民間事業者による管理運営の導入を進めたいと考えています。

それについて、どう思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）-2 指定管理者制度導入をどう思うか（年代別） 

 

合計 1.進めた方

が良い

2.進めない

方が良い

3.どちらで

も良い

4.わからな

い

未記入

375 153 69 100 50 3
100% 40.8% 18.4% 26.7% 13.3% 0.8%

41 14 2 20 4 1
100% 34.1% 4.9% 48.8% 9.8% 2.4%

31 17 3 9 2 0
100% 54.8% 9.7% 29.0% 6.5% 0%

43 18 9 12 2 2
100% 41.9% 20.9% 27.9% 4.7% 4.7%

57 27 10 11 9 0
100% 47.4% 17.5% 19.3% 15.8% 0%

45 17 13 10 5 0
100% 37.8% 28.9% 22.2% 11.1% 0%

63 24 15 14 10 0
100% 38.1% 23.8% 22.2% 15.9% 0%

66 22 14 19 11 0
100% 33.3% 21.2% 28.8% 16.7% 0%

29 14 3 5 7 0
100% 48.3% 10.3% 17.2% 24.1% 0%

全体
（375人）

70代以上
（66人）
未記入
（29人）

10代
（41人）
20代
（31人）
30代
（43人）
40代
（57人）
50代
（45人）
60代
（63人）

 
 

全年齢層で「進めた方が良い」が「進めない方が良い」を上回っている。「10代」は「どちらでも良い」

が最も多い。「１０代」「２０代」は「進めない方が良い」が１割未満。全年齢層の中で「５0代」が「進

めない方が良い」の割合が最も高く３割近くとなっている。 

 

「進めた方が良い」が約４割、「進めない方が良い」が２割近く、「どちらでも良い」が２割台半ばを超

えている。 

1.進めた方が良い

40.8%

2.進めない方が良い

18.4%

3.どちらでも良い

26.7%

4.わからない

13.3%

未記入 0.8%

ｎ＝３７５

※網掛けは、回答比率の上位１位 
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（2）-3 指定管理者制度導入をどう思うか（利用頻度別） 

 

合計 1.進めた方が

良い

2.進めない方

が良い

3.どちらでも

良い

4.わからない 未記入

375 153 69 100 50 3

100% 40.8% 18.4% 26.7% 13.3% 0.8%

22 10 5 4 3 0

100% 45.5% 22.7% 18.2% 13.6% 0%

129 47 29 30 21 2

100% 36.4% 22.5% 23.3% 16.3% 1.6%

89 38 19 18 13 1

100% 42.7% 21.3% 20.2% 14.6% 1.1%

75 34 10 23 8 0

100% 45.3% 13.3% 30.7% 10.7% 0%

54 21 6 22 5 0

100% 38.9% 11.1% 40.7% 9.3% 0%

5 3 0 2 0 0

100% 60.0% 0% 40.0% 0% 0%

1 0 0 1 0 0

100% 0% 0% 100% 0% 0%

全体
（375人）

未記入

（1人）

ほぼ毎日
（22人）

１週間に1度程度

（129人）

2週間に1度程度
（89人）

1ケ月に1度程度

（75人）

年に数回
（54人）

はじめて
（5人）

 

 

「ほぼ毎日」から「はじめて」まで、すべての利用頻度において「進めた方が良い」が「進めない方が良

い」を上回っている。「年に数回」以外は「進めた方が良い」が最も多い。「年に数回」は「進めた方が良

い」と「どちらでも良い」がほぼ同率。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※網掛けは、回答比率の上位１位 
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（３）今後の鶴川駅前図書館に希望する図書館サービス 

Ｑ６ 今後、鶴川駅前図書館でどのような図書館サービスの充実を希望しますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）-2 今後の鶴川駅前図書館に希望する図書館サービス（年代別） 

 

合計 1.図書資
料の品揃
え

2.電子書
籍の導入

3.イン
ターネッ
ト環境の
充実

4.子育て
世代が行
きやすい
環境作り

5.地域の
情報提供
と地域活
動支援

6.調べ物
の相談・
支援

7.開館
日・開館
時間の拡
大

8.貸出資
料の有料
宅配サー
ビス

9.図書館以外

での予約資料

受け取り場所

の拡大

10.その
他

未記入

834 261 56 84 65 56 66 144 11 49 35 7

69.6% 14.9% 22.4% 17.3% 14.9% 17.6% 38.4% 2.9% 13.1% 9.3% 1.9%

76 19 6 13 4 2 3 21 4 0 2 2

46.3% 14.6% 31.7% 9.8% 4.9% 7.3% 51.2% 9.8% 0% 4.9% 4.9%

69 19 4 14 8 4 5 10 0 2 3 0

61.3% 12.9% 45.2% 25.8% 12.9% 16.1% 32.3% 0% 6.5% 9.7% 0%

116 28 13 9 20 5 7 17 2 10 4 1

65.1% 30.2% 20.9% 46.5% 11.6% 16.3% 39.5% 4.7% 23.3% 9.3% 2.3%

151 44 12 18 11 10 13 21 2 14 5 1

77.2% 21.1% 31.6% 19.3% 17.5% 22.8% 36.8% 3.5% 24.6% 8.8% 1.8%

100 32 5 10 5 6 7 23 0 3 9 0

71.1% 11.1% 22.2% 11.1% 13.3% 15.6% 51.1% 0% 6.7% 20.0% 0%

130 45 8 10 6 16 9 24 1 6 5 0

71.4% 12.7% 15.9% 9.5% 25.4% 14.3% 38.1% 1.6% 9.5% 7.9% 0%

127 52 4 6 6 12 16 17 1 8 3 2

78.8% 6.1% 9.1% 9.1% 18.2% 24.2% 25.8% 1.5% 12.1% 4.5% 3.0%

65 22 4 4 5 1 6 11 1 6 4 1

75.9% 13.8% 13.8% 17.2% 3.4% 20.7% 37.9% 3.4% 20.7% 13.8% 3.4%

全体
（375人）

70代以上

（66人）

未記入
（29人）

１0代
（41人）

20代
（31人）

30代
（43人）

40代
（57人）

50代
（45人）

60代
（63人）

 

「10代」以外は「図書資料の品揃え」が最も多い。「10代」と「５０代」は「開館日・開館時間の拡大」

が 5割を超えている。 

 

「図書資料の品揃え」が最も多く７割弱。次いで、「開館日・開館時間の拡大」が４割近く、「インター

ネット環境の充実」が２割強、「調べ物の相談・支援」が１割台半ばを超え続いている。 

69.6%

14.9%

22.4%

17.3%

14.9%

17.6%

38.4%

2.9%

13.1%

9.3%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.図書資料の品揃え

2.電子書籍の導入

3.インターネット環境の充実

4.子育て世代が行きやすい環境作り

5.地域の情報提供と地域活動支援

6.調べ物の相談・支援

7.開館日・開館時間の拡大

8.貸出資料の有料宅配サービス

9.図書館以外での予約資料受け取り場所の拡大

10.その他

未記入ｎ＝３７５

※網掛けは、回答比率の上位１位 
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（4）指定管理者制度導入について不安なこと 

Ｑ７ 鶴川駅前図書館を民間事業者が管理運営することに、不安なことはありますか。（複数回答可） 

 

「特になし」が最も多い。次いで、「事業者が代わり、サービスが変わること」が３割近くと多い。「個

人情報が適切に扱われないこと」が２割台半ば近くとなっている。 

 

（4）-2 指定管理者制度導入について不安なこと（年代別） 

 

合計 1.特になし 2.職員の知識

や経験が不足

すること

3.個人情報が

適切に扱われ

ないこと

4.不要な資料

を購入されて

しまう恐れが

あること

5.事業者が代

わり、サービ

スが変わるこ

と

6.わからな
い

7.その他 未記入

551 136 66 87 48 106 42 31 35

36.3% 17.6% 23.2% 12.8% 28.3% 11.2% 8.3% 9.3%

47 27 3 4 2 5 5 0 1

65.9% 7.3% 9.8% 4.9% 12.2% 12.2% 0% 2.4%

42 13 4 9 2 7 4 2 1

41.9% 12.9% 29.0% 6.5% 22.6% 12.9% 6.5% 3.2%

65 12 8 11 6 17 5 4 2

27.9% 18.6% 25.6% 14.0% 39.5% 11.6% 9.3% 4.7%

86 22 11 17 6 19 4 6 1

38.6% 19.3% 29.8% 10.5% 33.3% 7.0% 10.5% 1.8%

76 14 10 12 10 13 7 9 1

31.1% 22.2% 26.7% 22.2% 28.9% 15.6% 20.0% 2.2%

104 22 13 17 11 24 8 7 2

34.9% 20.6% 27.0% 17.5% 38.1% 12.7% 11.1% 3.2%

100 26 16 15 11 20 9 3 0

39.4% 24.2% 22.7% 16.7% 30.3% 13.6% 4.5% 0%

31 0 1 2 0 1 0 0 27

0% 3.4% 6.9% 0% 3.4% 0% 0% 93.1%

全体
（375人）

70代以上
（66人）

未記入

（29人）

10代
（41人）

20代

（31人）

30代
（43人）

40代
（57人）

50代
（45人）

60代
（63人）

 

 

「30代」と「60代」以外は「特になし」が最も多い。「30代」と「60代」は、「事業者が代わり、サ

ービスが変わること」が最も多い。 

36.3%

17.6%

23.2%

12.8%

28.3%

11.2%

8.3%

9.3%

0% 10% 20% 30% 40%

1.特になし

2.職員の知識や経験が不足すること

3.個人情報が適切に扱われないこと

4.不要な資料を購入されてしまう恐れがあること

5.事業者が代わり、サービスが変わること

6.わからない

7.その他

未記入ｎ＝３７５

※網掛けは、回答比率の上位１位 
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町田市では、図書館広域協力の一環として、横浜市と協定を締結し、横浜市立図書館との

相互利用を１１月１日から開始します。 

協定により、町田市民と横浜市民がお互いの市立図書館の資料貸出等のサービスを受けら

れるようになります。なお、予約（貸出中図書の返却待ち、図書の取り寄せ、新刊購入依頼）

はできません。 

 利用する際には、横浜市立図書館で利用券を作成する必要があります。 

 

■ 協定の内容 

  町田市民が横浜市立図書館の、横浜市民が町田市立図書館の資料貸出等のサービスを受 

けられます。 

＜両市の資料貸出点数＞ 

 横浜市 町田市 

図書、雑誌 ６冊まで、２週間 10 冊まで、２週間 

視聴覚資料（CD、DVD等） 不可 

（中央図書館内視聴のみ可） 

３点まで、１週間 

（中央図書館のみ貸出） 

 

■ 実施時期   ２０２０年１１月１日（日） 

 

■相互利用が可能となる横浜市立図書館（１８館） 

中央図書館 
西区老松町 1 

℡ 045-262-0050 
鶴見図書館 

鶴見区鶴見中央 2-10-7 

℡ 045-502-4416 

神奈川図書館 
神奈川区立町 20-1 

℡ 045-434-4339 
中図書館 

中区本牧原 16-1 

℡ 045-621-6621 

南図書館 
南区弘明寺町 265-1 

℡ 045-715-7200 
港南図書館 

港南区野庭町 125 

℡ 045-841-5577 

保土ケ谷図書館 
保土ケ谷区星川 1-2-1 

℡ 045-333-1336 
旭図書館 

旭区白根 4-6-2 

℡ 045-953-1166 

磯子図書館 
磯子区磯子 3-5-1 

℡ 045-753-2864 
金沢図書館 

金沢区泥亀 2-14-5 

℡ 045-784-5861 



資料③-5 

                      ※移動図書館「はまかぜ号」も利用できます。 

 

港北図書館 
港北区菊名 6-18-10 

℡ 045-421-1211 
緑図書館 

緑区十日市場町 825-1 

℡ 045-985-6331 

山内図書館 
青葉区あざみ野 2-3-2 

℡ 045-901-1225 
都筑図書館 

都筑区茅ケ崎中央 32-1 

℡ 045-948-2424 

戸塚図書館 
戸塚区戸塚町 127 

℡ 045-862-9411 
栄図書館 

栄区公田町 634-9 

℡ 045-891-2801 

泉図書館 
泉区和泉町 6207-5 

℡ 045-801-2251 
瀬谷図書館 

瀬谷区本郷 3-22-1 

℡ 045-301-7911 
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学校でグループ課題が出たけど、どこでやろう・・・

友だちと一緒に勉強したいけど、場所がない・・・

そんなあなたに朗報！

図書館でグループ勉強ができますよ☆

期 間 ▶10月10日からの土日祝日

対 象 ▶図書館利用要件のある中学生・高校生（２名～）

場 所 ▶中央図書館６階集会室

申込方法▶中央図書館４階カウンターに利用券を

お持ちください

※お持ちでない方は当日作成できます！

住所のわかる公的証明書（学生証可）をお持ちください

★フタの閉まる飲み物なら持ち込みOKです！（食べ物は×）

★同じ室内に最大４グループ入室予定です。

★インターネット環境はありません。

※【キャレル】：本来は、主に研究・個人学習のために図書館の書庫・（開架）

書架・閲覧室内などに設けられる、個室または個席のことです。

★☆ご不明な点はカウンターまでお尋ねください☆★

＼中高生向けグループ学習室、開設!!／
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ご利用者各位 2020.10

Ｑ．１ 日ごろ利用している図書館はどちらですか。（主に利用する図書館を３つまでお教えください）

Ｑ．２ 図書館のご利用はどの程度かお教えください。

１．　ほぼ毎日利用 　 ４．　１ケ月に１度程度利用

２．　１週間に１度程度利用 　 ５．　年に数回

３．　２週間に１度程度利用 　 ６．　はじめて

Ｑ．３ 滞在（予定）時間について

５．　４時間以上

４．　２時間以上～４時間未満

Ｑ．４ 今日のご来館の目的をお教えください。（複数回答可）

６．  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．　催し物（おはなし会・映画会など）への参加

Ｑ．５ よく利用するサービスについてお教えください。（複数回答可）

１． 図書の貸出し　（本・雑誌など） 　

２． リクエストサービス　（本・雑誌など） 　

３． 館内の検索機　（ＯＰＡＣ）による検索 　

４． 催し物　（おはなし会・映画会など） 　

５． 本・雑誌・新聞などの閲覧　（調べ物含まず） 　

６． 資料を利用しての調べ物 　

７． レファレンスサービス　（職員への相談） 　

８． 座席の利用 　

９． （持ち込み）パソコン席の利用 　

１０． 移動図書館の利用 　

１１． 視聴覚資料の貸出し　（ＣＤ　ＤＶＤ　ビデオなど）

１２． 点字図書の貸出し・障がい者向けサービス

２．　３０分以上～１時間未満

『町田市立図書館　ご利用者アンケート』へのご協力をお願いします。

  　　　　　 あてはまる選択肢の番号に○をつけてください

１．　中央図書館 ５．　木曽山崎図書館   ９．　移動図書館　（そよかぜ号）

２．　さるびあ図書館 ６．　堺図書館 １０．　文学館

３．　鶴川図書館　（ 団地 ） ７．　鶴川駅前図書館

３．　１時間以上～２時間未満

１．　図書資料貸出・返却 ５．　学習・調べもの

２．　予約資料の申し込み・受け取り

４．　金森図書館 ８．　忠生図書館

１．　３０分未満

３．　閲覧（図書・雑誌・新聞）
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Ｑ．６ 図書館を利用して以下のようなことがありましたか。

① 学習・仕事に役立った 　 ５. ４. ３. ２. １.

② 生活に役立った 　 ５. ４. ３. ２. １.

③ 有意義な時間を過ごせた 　 ５. ４. ３. ２. １.

④ おもしろい図書や視聴覚資料などに出会えた 　 ５. ４. ３. ２. １.

⑤ 地域の人との交流のきっかけとなった 　 ５. ４. ３. ２. １.

Ｑ．７ 図書館の資料について

① 本の品揃え 　 ５. ４. ３. ２. １.

② 雑誌の品揃え 　 ５. ４. ３. ２. １.

③ 新聞の品揃え 　 ５. ４. ３. ２. １.

④ 地域資料の品揃え 　 ５. ４. ３. ２. １.

⑤ 視聴覚資料（ＣＤ　ＤＶＤ　ビデオなど）の品揃え 　 ５. ４. ３. ２. １.

Ｑ．８ 図書館のサービスについて

① 貸出し冊数の上限（10冊まで） 　 ５. ４. ３. ２. １.

② リクエストサービス　（図書・雑誌の予約） 　 ５. ４. ３. ２. １.

　 ③ セルフサービスによる貸出し・返却 　 ５. ４. ３. ２. １.

　 ④ セルフ予約資料受け取りコーナーの設置 　 ５. ４. ３. ２. １.

⑤ 館内検索機（ＯＰＡＣ）の使いやすさ 　 ５. ４. ３. ２. １.

⑥ 職員への調べ物相談 　 ５. ４. ３. ２. １.

⑦ 図書館以外の施設での返却ポストの設置 　 ５. ４. ３. ２. １.

⑧ 移動図書館の利用 　 ５. ４. ３. ２. １.

⑨ ５. ４. ３. ２. １.

⑩ 催し物　（おはなし会・映画会など） ５. ４. ３. ２. １.

⑪ 図書館ホームページの内容 ５. ４. ３. ２. １.

Ｑ．９ 職員について

① 職員の対応 　 ５. ４. ３. ２. １.

② 資料に対する知識 　 ５. ４. ３. ２. １.

③ 個人情報への配慮 　 ５. ４. ３. ２. １.

Ｑ．１０ 図書館環境について

① 座席の数 　 ５. ４. ３. ２. １.

② 案内表示 　 ５. ４. ３. ２. １.

③ 館内の段差　（ユニバーサルな施設・設備） 　 ５. ４. ３. ２. １.

④ 子どもと一緒に過ごしやすい環境 　 ５. ４. ３. ２. １.

⑤ ５. ４. ３. ２. １.

やや
　不満

　不満

ほとんどな
かった

市民センター等での予約資料受け渡しサービス・返却

おおいに
あった

わりとよく
あった

ときどき
あった

満足
やや

　満足
どちら

でもない
やや

　不満
　不満

なかった

満足
やや

　満足
どちら

でもない

満足
やや

　満足
どちら

でもない
やや

　不満
　不満

満足
やや

　満足
どちら

でもない
やや

　不満
　不満

インターネット環境
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Ｑ．１１ 開館について

① 開館日数 　 ５. ４. ３. ２. １.

② 開館時間・閉館時間 　 ５. ４. ３. ２. １.

③ ②で　２．または　１．を選択した場合、その理由をお教えください。

１．開館時間が遅いから

２．閉館時間が早いから

３．曜日によって開館時間が異なるから

４．館によって開館時間が異なるから

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ．１２ 今後、導入してほしい図書館サービスについてお教えください。（複数回答可）

４．資料の消毒機設置

２．　貸出資料の有料宅配サービス ５．図書館以外の予約資料受け取り場所の拡大

３．　駅前等への返却ポスト設置 ６． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ．１３ あなたの年齢をお教えください。 　

１．　１０代 ５．　５０代

２．　２０代 ６．　６０代

３．　３０代 ７．　７０代以上

４．　４０代

Ｑ．１４ あなたのご職業をお教えください。

１．　自営業 ４．　主婦・主夫

２．　勤めている ５．　無職

３．　学生 ６．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ．１５ あなたのお住まいの地域をお教えください。

１．　　町田市内在住

２．　　町田市在勤・在学

３．　　相互利用市在住

　（相模原市、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、調布市、府中市、川崎市、大和市）　

４．　　その他

Ｑ．１６ 図書館について、ご意見・ご要望がありましたら、自由にご記入ください。

お伺いすることは以上です。ご協力ありがとうございました。
ご記入いただいたアンケート用紙は、職員へお渡しくださいますようお願いいたします。
アンケートにご記入いただいた事項は、サービス向上のための基礎資料以外の目的で使用いたしません。

１．　電子書籍の導入

満足
やや

　満足
どちら

でもない
やや

　不満
　不満
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応 募 票 

★すべてご記入の上、

作品を一緒に直接お近

くの館へお持ちいただ

くか、郵送でお送りく

ださい。 

★住所をご記入いただ

けない場合は、参加賞

のしおりの送付ができ

ませんのでご了承くだ

さい。 

審 査 と 表 彰 

審 査 第 1次審査：各図書館職員による審査 第 2次審査：審査員による審査 

審 査 基 準 ①文章とイラストのバランス ②その本の魅力が伝わるか 

各 賞 最優秀賞 １名 図書館長特別賞 １名 優秀賞 １名 

      ※上記の入賞作品については、縮小の上、しおりにして図書館等で配布します。 

表 彰 入賞者については個別に連絡し、後日表彰式を行います。 

応募されたＰＯＰのうち特に優秀な作品は表彰し、展示する予定です。 

応募上の注意点 

 応募者のオリジナル作品（未発表）であること。  

 表紙、帯、挿絵や既存のキャラクターなど著作権を侵害する恐れのあるイラスト、 

文章などは使用しないでください。 

 応募作品の著作権、所有権は町田市立図書館に帰属します。  

 応募作品は返却しません。 

 応募数の上限はありませんが、審査対象はお１人様１点のみになります。  

 応募作品は、図書館ホームページや特設コーナーに展示、活用いたします。  

応募作品の規格 

【画材】手描きであれば自由  ※コンピューター加工、貼付（紙や毛糸等浮き上がるもの）は不可。 

【用紙】図書館で配布する専用用紙、Ｂ４もしくは八つ切り（画用紙）等を 4分割したもの 
（約 9～10センチ×約 25～27センチ） 

応募方法 
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